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● 電子申請の変更点をお知らせします
● 新たに入社された方へ、国民年金口座振替辞退手続きの周知に
ご協力ください

● 子ども・子育て拠出金率が改定される予定です

● 現物給与の価額が改定されます

● 「二以上事業所勤務被保険者」の届出書類は事務センターへ

● 出張相談所開設のご案内（4月）　その他

● 令和2年度の保険料率について（広島支部）

● 任意継続制度について

● 傷病手当金・出産手当金支給申請書の返戻について

● 保険証の回収にご協力ください
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適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

55,077 54,495

276 344

514,525人 390,726人

313,472人 262,283人

 3,207人 3,284人

広島県の状況
令和2年1月末
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◆出張相談所開設のご案内(4月）

予約制の有無
市町 日 時 会場 ①予約の受付締め

②予約先及び電話番号
予約制 ※1

10:00-15:30 大竹商工会諸所
①相談日の前 日々の午前中

大竹市 毎週火曜日 ②広島西年金事務所
8082-535-1505

， ＇ 予約制 ※1 

10: 00~ 15: 30 人権センター1階会議室
①相談日の前 日々の午前中

竹原市 4 月 8 日（水） ②呉年金事務所（竹原市中央 5-5-17)
80823-22-1691' I  

尾道市 毎週火・木曜日 ＇ 10: 00~ 15: 30 尾道市役所本庁舎2階
多目的スペース3

I - -

因島総合福祉保健センター
尾道市因島 毎週月曜日 10:00~15:30 はっさく交流館（旧田熊中学校） 完全予約制 ※1 

3階第1 • _2相談室ー・ ①相談日の前日の午前中

向島支所 ②三原年金事務所
尾道市向島 毎週金曜日 '10:00~15:30 

1階相談待合室 岱0848-63-4111
．．＊一

----•一••--
i 

4 月16 日（木） 10: 00~ 15: 30 大崎上島町
大崎上島町 東野保健福祉センター

-·-● ●, -

予約制 ※1 

4 月15日（水） 10: 00~ 15: 00 庄原市役所東城支所 ①相談日の前日
庄原市 ②三次年金事務所

岱0824-62-3107

※1 各年金事務所への予約 申し込みは電話音声案内の「1」の後に「2」を押してください。

◆年金事務所で年金の予約相談を行っています。是非ご利用ください。
ご予約いただくと、お客様のご都合に合わせてスムー ズに相談できます。またご相談内容にあった
スタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します。

予約申し込みは「予約受付専用電話」へ！0570-05-4890

0予約相談希望日の1カ月前から前日まで受付しています。
0ご連絡の際は、 基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。
0お近くの年金事務所でも受付しています。

◆新任事務担当者説明会のご案内

会 場

広島南年金事務所（広島市南区皆実町 1-4-35)

日 時
1 

管轄年金事務所

4月23日（木）13: 30 ~ 16 : 00 広島東年金事務所

◆届書等の広島広域事務センタ ー直送のお願い

事務センターでは、届出いただいた届書の審査、入力処理、発送業務を 一括して行っています。
少しでも早くお客様 に保険証や通知書等をお届けするため、事務センターヘの直送をお願いします。

送付先：〒730-8602広島市中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル
日本年金機構 広島広域事務センター

◆手話による年金相談のご案内

会場 1 日時 0毎月第二土曜日(1 3時～16時）は広島県内の

広島東年金事務所

福山年金事務所

4 月 8 日（水）
1 3 時～ 1 5 時

年金事務所への事前申し込みにより、手話による

年金相談を行っています。

広島 2003 1017 037 
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l 加入者の皆様へお知らせいただきますようお願いします］
| 2020.03 | 

の全国門野門9協会全国健し康保険協含遁殴島支部か箆＠お知，箆地
［ ～協会けんぼ広島支部は加入者の皆様全員の健康増進をめざします～ ］ 
、

,
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令和2年度の保険料率について（広
ー

島支部）
、
J
ブ．

令和2年度の協会けんぽ広島支部の健康保険料率は、 10.01％となり、 0.01％の引き上げとなりました。
健康保険料率引き上げの要因は、医療給付費の伸びや、インセンティブ制度財源分の拠出（保険料率に

0.004％を加算）などが挙げられます。
また、全国一律の介護保険料率は、 1.79 ％となり、 0.06％の引き上げとなりました (40歳以上65歳未満の

介護保険第2号被保険者が対象）。
広島支部においては、皆様の健康づくりに関する事業の推進や、医療費適正化事業等により保険料率上昇を

抑制できるよう更なる努力を行って参りますので、皆様のこ理解とこ協力をよろしくお願いいたします。
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…••10.00％→10.01% 
令和2年2月分(3月納付分）まで

・・・・・・" 1 . 73% →

■介護保険料率は全国 一 律。

令和2年3月分(4月納付分）から

1.79%

�
L
 

任意継縞制度について
ヽ

ジ

任意継続制度とは、退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失した後も、一定要件
のもとに個人で継続して加入できる制度です。

！任意継続被保険者となるための要件・1 一
①退職日までに継続して2か月以上の

被保険者期間があること。
②退職日の翌日から 20日以内に、お住まい

の都道府県の協会けんぼへ申出書が到着す
ること。

※退職日前からのお申込みはできません。

退職時の標準報酬月額 に保険料率を乗じて算出します。原則、
退職前に納付されていた保険料の2倍になります。
※加入する支部が変更となる場合、都道府県で保険料率が異

なるため、多少変動する場合があります。
※退職時の標準報酬月額が30万円以上の場合、標準報酬月

額は30万円で計算します。

一
「任意継続被保険者資格取得申出書」をこ提出ください。
※「任意継続被保険者資格取得申出書」は 、 協会けんぼのホー ムページから印刷できます。
※こ家族を扶養に入れる場合は、添付書類が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの都道府県の協会けんぽ

にお問い合わせください。

一
保険証と初回納付書を同封してこ郵送いたします。
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いたします。

r 資格取得に係る退職日の証明書類の添付について
｀

退職日がわかる証明書（※）を添付していただくと、保険証の発行が通常より早く
なる場合があります。
※退職日がわかる証明書（事業主または公的機関の証明があるもの）

逮職証明書のコピー、離職票のコピー，資格喪失証明書のコピーのいすれか1つ
なお、これ らの書類がなくても任意継続のお手続きは可能です。
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